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01  はじめに ーブランドメッセージとボディコピー ー

八王子を元気にする合言葉ができました

「だれかのみちではなく、あなた自身のみちをあるけるまち。

だから居心地がよく、まちのために何かしたい。」

八王子の魅力を多くの方々に伝えるブランドメッセージ＆ロゴマークは

八王子を元気にしたいと思う仲間を増やしていくための「シンボル」です。

市民のみなさんがつくって、えらびました。

八王子を「伝えたい」「もっと元気にしたい」と思う、すべての方・団体・企業のみなさんにお使いい

ただけます。まちを楽しくするイベントのチラシやオリジナルグッズ、名刺、SNS など、アイデア次第

で自由にご活用ください。おもしろい使い方をしている方を見つけたら、市でシェアさせていただきます。

高尾山にも、体力やその日の気分、 

見たい風景にあわせてえらべるルートがあるように、 

人生だって、自分にぴったりとあう、 

好きなみちをえらべたほうがきっと楽しい。

都会のにぎわいと自然のここちよさが、 

バランスよく調和した八王子のまちには、

多様な生き方、働き方、学び方、遊び方をえらべる、 

なんでもそろった環境と、やわらかな風土がある。

さあ、このまちであるこう。 

あなたらしいみちを。

あなたのみちを、
あるけるまち。
八王子

ブランドメッセージ

ボディコピー
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02　ロゴマークの基本構成とコンセプト

都会と自然がほどよく調和する八王子は、十人十色のライフスタイルが実現できるまちです。

「自然が近いからアウトドアを気軽に楽しめる」

「海はないけど、大きな川と青い空を楽しむことができる」

「まちのおいしいお店とにぎやかなイベントに 1 年中ワクワク」

「道路網・鉄道網が発達してアクセスがよく、便利なまち」

こんな八王子の「楽しい」要素を、カラフルな４配色でデザインしました。

文字は手描きで起こし、１文字 1 文字をランダムに組むことにより、ポップで明るい雰囲気を表現。ま

た、八王子の「八」という文字を「足」に見立て、都会でも自然でもあるけそうなブーツを履かせるこ

とで、「あるけるまち」を演出しています。

ロゴマークについて

デザインコンセプト

コンセプトカラーの意味

高尾山をはじめとした豊かな自然 市内を流れる大きな川や広々とした空

まちのにぎわい 交通網や道路網、都市の便利さ
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03　ロゴマークの使用例

広告などの使用例

使用イメージ

ロゴマークの使用例

×

八王子市在住カップル
応援キャンペーン実施中

ふたりのみちを、あるけるまち。

ブランドメッセージはアレンジしてご使用いただけます。

事前に申請すればロゴをご使用いただけます。

みなさんのアイデアで、八王子を楽しくするさまざまな場面でお使いください。

受け取る人も八王子のことが好きになってくれますように。

ホームページ、チラシ、ポスター、メニュー、看板、のぼり、名刺、包装紙、S N S 、動画

学校紹介冊子、会社案内、社用車、同窓会等の案内状、回覧板、メール、各種事業の案内状

ロゴマークを使用したポロシャツ、スタッフTシャツ、スタッフバッジ、文房具、粗品など

八王子を楽しくするイベントに オリジナルグッズに 八王子が好きなあなたの名刺に
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04　ご使用の条件とロゴの種類

■使用料　　無料です。

■使用期限　原則ありません。

■遵守事項

・八王子市が提供するデータを使用してください。データは、ホームページ上からダウンロードできます。

　※インターネットが利用できない方は、八王子市都市戦略課までご連絡ください。

・本ルールBOOKに定められた方法で、活用してください。

・商標・意匠登録の出願はできません。

ロゴの種類

ご使用の条件

横
組
み
A

横
組
み
B

縦
組
み
A

縦
組
み
B

カラー モノクロ

使用できるロゴマークのデザインは８種類です。JPG形式、PNG形式、AI形式でご用意しました。
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05　手続きについて

ブランドメッセージのロゴマークは、市の取り組みに賛同いただける方や八王子の魅力を伝えたい、八

王子をもっと元気にしたいと思う方がお使いいただけます。「賛同」と「応援」の意志をもってご活用

ください。個人・法人・その他団体を問わずに、お使いいただけます。

名刺については、全ての方が手続きなしでお使いいただけます。また、個人の範囲で使用する場合や、

各団体で商用以外にお使いいただく場合も、手続き不要です。

商用で使用する場合は、事前に申請が必要です。ご使用の流れは、次のページでご案内しています。

※団体の方が「商用で使用」する場合は事前申請が必要になります。

手続きが不要な場合（名刺・個人・商用以外の団体の使用）

申請または報告が必要な場合
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使用者

ホームページ、SNS、チラシ、包装紙、ラベル、メニュー
商品（文房具・食品・Tシャツ・バッチ・タオル等）
販促キャンペーン

看板、のぼり、イベントのポスター・チラシ、粗品商店街

商店・店舗
企業・農業従事者

使用例

使用者 使用例 手続き手続き

町会・自治会 回覧板、お祭のポスター、チラシ、会報誌

イベントのポスター・チラシ、ホームページ、SNS

文化祭のポスター・チラシ、サークルのホームページ、冊子

NPO法人・任意団体
サークル

大学・学校

全ての方

個人の方

名刺

SNS・電子メール・ホームページ・年賀状・同窓会の案内状

不要

事前申請が
必要です。

団体

手続き



06　ご使用の流れ

手続きなしで自由にご使用いただけます。おもしろい使い方は市でシェアしていきますので、報告いた

だけると嬉しいです。

ご使用には、事前に申請が必要です。ホームページからダウンロードした所定の申請書にご記入の上、

八王子市都市戦略課までメールまたは郵送で申請をお願いします。

提出の際は、見本(使用イメージ)を添付してください。見本は画像データでも現物でも構いません。

使
用
申
請

→
内
容
の
審
査

→
使
用
の
承
認

→
使
用
開
始

■提出物：申請書・サンプル見本（使用イメージ）

商用以外で使用する場合

商用で使用する場合

■流れ
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・申請書
・サンプル見本
（使用イメージ）



07　その他の注意点

・ロゴマークに関する権利は、八王子市に帰属します。

・認証を受けた権利を転貸しないでください。

・ロゴマークは、特定の個人や団体の支援、公認を行うものではありません。

・ロゴマークの利用によって生じる問題・トラブル・損失の保証について、八王子市は一切関与しません。

・本ルールBOOKに反する場合。

・法令及び公序良俗に反する場合。

・思想・宗教の活動に使用する場合。

・選挙運動に使用する場合。

・不当な利益を得るために使用する場合。

・商標・意匠として独占的に使用する場合。

・暴力団またはその利益となる活動を行っているものの利益になる場合。

・八王子市の品位を傷つける場合。

・その他、市長が不適当と認める場合。

以下の要件にあたる場合は、ロゴマークをご使用いただけませんのでご注意ください。

「この場合の手続きはどうなるの？」などのご不明点は、下記までお問い合わせください。

ご使用の制限について

留意事項

問い合わせ
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八王子市都市戦略部都市戦略課

電　話　042-620-7335　FAX　042-627-5939

メール　b400100@city.hachioji.tokyo.jp



CMYKの場合

C︰81％  M︰7％  Y︰93％  K︰0％ C︰75％  M︰20％  Y︰12％  K︰0％

C︰0％  M︰66％  Y︰84％  K︰0％ C︰57％  M︰52％  Y︰48％  K︰0％

RGBの場合

R︰83％  G︰159％  B︰72％ R︰91％  G︰155％  B︰198％

R︰211％  G︰117％  B︰52％ R︰126％  G︰120％  B︰121％

08　カラーモードの設計(CMYK／RGB)

ブランドメッセージのロゴマークは、以下の規定に従ってご利用ください。オフセット印刷、プリンター

で出力する場合は、CMYKの規定色を使用し、WEBや映像などで表示する場合はRGBの規定色をご利用

ください。

カラーモードの設計
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09　ロゴマークの基本形　カラー横組みA・横組みB

ロゴマークは、必ず以下のバランスのままセットで使用してください。

横組みA

横組みB

P.09



10　ロゴマークの基本形　カラー縦組みA・縦組みB

ロゴマークは、必ず以下のバランスのままセットで使用してください。

縦組みA

縦組みB
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11　ロゴマークの基本形　モノクロ横組みA・横組みB

ロゴマークは、必ず以下のバランスのままセットで使用し、スミベタ(K100%)で使用してください。

横組みA

横組みB
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12　ロゴマークの基本形　モノクロ縦組みA・縦組みB

ロゴマークは、必ず以下のバランスのままセットで使用し、スミベタ(K100%)で使用してください。

縦組みA

縦組みB
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横組み

縦組み

原則として、なるべく白地に指定色で使用してください。以下の通りアイソレーション(保護エリア)を設

けます。このエリアに他のデザイン要素や文字などを表示しないでください。

13　アイソレーション

aa

a

a

a

a

a

a

aa

a

a

a

a

a

a

a
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使用サイズは、以下のサイズ以上で使用してください。

横15mm×縦12mm以上で使用してください。

14　最小使用サイズ

15mm

12mm

12mm

21mm

横組みA 最小サイズ

横組みB 最小サイズ

縦組みA 最小サイズ

縦組みB 最小サイズ

横60mm×縦12mm以上で使用してください。

横12mm×縦21mm以上で使用してください。

横10mm×縦55mm以上で使用してください。

60mm

12mm

10mm

55mm
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P.15

原則として、なるべく白地、または薄い地色に指定色で使用してください。

15　ロゴマークの使用例

■白地に指定色で使用してください。

■薄い地色に指定色で使用してください。

■薄い地色の写真に指定色で使用してください。

■背景に写真の画像を使用する際、
　指定色で読みにくい場合は
　白窓を使用してください。
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16　ロゴマークの禁止使用例 １

以下の使用方法は原則として禁止させていただきます。

■濃い地色の写真に指定色で使用しないでください。

■白背景をつけて使用しないでください。

■白抜きで使用しないでください。

■影をつけて使用しないでください。



17　ロゴマークの禁止使用例 2

以下の使用方法は原則として禁止させていただきます。

■「八王子」のみを単独で使用しないでください。

■「メッセージ」のみを単独で使用しないでください。

■変形をかけてバランスを変えないでください。

■一部分を取り出してアレンジしないでください。

■許可なく配置のバランスを崩さないでください。

■他の文字を入れないでください。

■色を変えて使用しないでください。

■類似色を背景として使用しないでください。

じぶん
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八王子市都市戦略部都市戦略課

住　所　〒192-8501 八王子市元本郷町３丁目２４−１

電　話　042-620-7335　FAX　042-627-5939

メール　b400100@city.hachioji.tokyo.jp


